
随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年４月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 法令判例検索システム使用料 ㈱ぎょうせい \184,800 第１号適用

4月1日 例規サポートシステムＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ利用料 ㈱ぎょうせい \264,000 第１号適用

4月1日 自治体法務NAVI 第一法規㈱ \132,000 第１号適用

4月1日 政策法務支援システム ㈱ぎょうせい \396,000 第１号適用

4月1日 例規執務サポートシステム使用許諾契約 ㈱ぎょうせい \660,000 第１号適用

4月1日 阪南市会議録作成支援システム保守業務委託 ㈱会議録研究所 \396,000 第１号適用

4月1日 阪南市役所本庁舎昇降機保守管理業務委託 株式会社日立ビルシステム関西支社 \475,200 第１号適用

4月1日 庁舎トイレ維持管理業務委託 日本カルミック株式会社 \317,460 第１号適用

4月1日 阪南市役所本庁舎自動扉保守業務委託 ナブコドア株式会社堺営業所 \281,600 第１号適用

4月1日 阪南市本庁舎空調設備定期点検業務委託 ダイキンエアテクノ株式会社 \341,000 第１号適用

4月1日 燃料（レギュラーガソリン） ㈱SCO、丹羽石油 単価契約 ○ 

4月1日 燃料（軽油）（灯油（ドラム、ローリー）） 阪南石油 単価契約 ○ 

　総務部　　総務課



4月1日 燃料（プロパンガス） 大紀物産 単価契約 ○ 

4月1日 文具、紙類
㈱とぐち、㈱泉南教材社、㈱ｶﾀﾅﾔ　
㈲奥井商会

単価契約 ○ 

4月8日 公用車車検整備 武輪モータース \79,300 第３号適用

4月16日 公用車車検整備 株式会社マックスオート \62,535 第３号適用

4月16日 公用車車検整備 有限会社森下自動車 \55,880 第３号適用

（2025.4.1版）

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年４月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 阪南市職員採用管理システム利用 株式会社パブリックコネクト \594,000 第１号適用

4月1日 阪南市職員採用試験業務委託
株式会社日本経営協会総合研究
所

単価契約 第１号適用

　

（2019.4.1版）

総務部　　秘書人事課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）を
右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年４月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月22日 防災服一式 ㈱誠ｸﾛｰｽﾞ ¥142,296 ○ 

4月1日 阪南市防災コミュニティセンター自動扉保守業務委託 寺岡オート・ドアシステム株式会社　大阪支店 ¥272,800 第１号適用

4月1日 阪南市防災コミュニティセンター昇降機保守業務委託 （株）日立ビルシステム関西支社 ¥468,600 第１号適用

4月1日 防災行政無線（移動系）保守点検業務委託 システムアシスト株式会社　南大阪支店 ¥908,050 第１号適用

4月9日 防災行政無線引込線張替え システムアシスト株式会社　南大阪支店 ¥176,000 第１号適用

4月21日
デジタル防災行政無線屋外受信局バッテリー取替え
（下荘漁港）

システムアシスト株式会社　南大阪支店 ¥82,500 第１号適用

　

（2019.4.1版）

　総務部　　危機管理課　　　

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本票の記入
は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）を右欄に
記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　　8年　　4月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 イントラネットシステム出先機関ネットワーク機器賃貸借 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 \110,880 第１号適用

4月1日 電算室内設備用空調機器賃貸借 NTT・TCリース株式会社 \124,452 第１号適用

4月6日 マイナンバー利用事務系持ち出し制御システム保守業務委託 株式会社大塚商会 LA関西営業部 \449,757 第１号適用

4月21日 社会保障・税番号制度システム情報連携支援業務委託 株式会社南大阪電子計算センター \554,400 第１号適用

4月21日 番号制度対応FIREWALL運用サポート保守業務 株式会社南大阪電子計算センター \153,648 第１号適用

4月3日 財務会計システム電子決裁連携保守業務委託 株式会社南大阪電子計算センター \554,400 第１号適用

4月3日 公会計システム保守業務委託 株式会社南大阪電子計算センター \526,350 第１号適用

　

（2019.4.1版）

　　　　総務部　　　行財政構造改革推進室

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　　8年　4月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

　

（2019.4.1版）

　　総務部　人権推進課  

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）を
右欄に記入すること。

該当なし



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　8年4月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

該当なし 　　　

（2019.4.1版）

未来創生部　企画課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　8年　4月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

該当なし

（2019.4.1版）

未来創生部　市民共創課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　8　年　4　月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 声の広報音訳業務委託 一般財団法人大阪府視覚障害者福祉協会 ¥418,440 第１号適用

未来創生　部　まちの活力創造　課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　　8年　　4月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 寄付金のカード決済に関する通信販売加盟店契約 株式会社池田泉州DC・三菱ＵＦＪニコス株式会社 \814,972（見込額） 第１号適用

4月1日 ふるさとまちづくり応援寄附プロモーション支援業務委託 ANAあきんど株式会社 \945,120（見込額） 第１号適用

4月1日 ふるさとまちづくり応援寄附プロモーション支援業務委託 東日本旅客鉄道株式会社 \228,690（見込額） 第１号適用

4月1日 ふるさと納税サービスの提供に関する基本契約 株式会社Workthy \891,000（見込額） 第１号適用

　

（2019.4.1版）

　　　未来創生部　　ふるさと創生室

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年４月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 戸籍総合システム・ブックレス　クラウドサービスハード保守契約 富士フイルムシステムサービス株式会社　公共事業本部　関西支店 ¥421,080 第１号適用

4月1日 戸籍事務遠隔支援サービス運用保守委託契約 富士フイルムシステムサービス株式会社　公共事業本部　関西支店 ¥660,000 第１号適用

4月1日 証明書コンビニ交付システム連携保守業務委託 株式会社　南大阪電子計算センター ¥528,000 第１号適用

4月20日 戸籍の附票へ旧氏及び旧氏の振り仮名を記載するための改修業務委託 株式会社　南大阪電子計算センター ¥935,000 第１号適用

　

（2019.4.1版）

　市　民　部　　市　民　　課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　８　年　４　月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 空調設備保守点検業務委託 ダイキン工業株式会社 \275,000 第１号適用

4月1日 フロン漏洩点検及びアシス遠隔監視業務委託 ダイキン工業株式会社 \74,800 第１号適用

4月1日 就労生活相談業務委託 株式会社テクノ経営総合研究所 \792,000 第１号適用

4月1日 注射済票交付業務委託（獣医）　
(有)アロー動物病院、（株）エルフィールド、
（有）ピア動物病院、さつき台動物病院

交付１枚あたり
￥220

第３号適用

4月1日 犬の登録管理システム保守業務委託 NECネクサソリューションズ株式会社 \145,200 第１号適用

4月22日 受入槽及び貯留槽清掃・清掃汚泥運搬業務委託 大栄環境株式会社 \671,000 第１号適用

　

（2019.4.1版）

　　市民　　部　　生活環境　　課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和8年 4月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 GPRIME住民税年金特徴ASPサービス提供業務委託 日本電気株式会社関西支社 ¥422,400 第１号適用

4月1日 GPRIME電子申告ASPサービス提供業務委託 日本電気株式会社関西支社 ¥264,000 第１号適用

4月1日 住民情報システム電子計算処理業務委託契約（法人市民税） 株式会社南大阪電子計算センター ¥340,450 第１号適用

　

（2019.4.1版）

　市　民　部　　税　務　課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年４月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

該当なし

　

（2019.4.1版）

　市　民　部　　資 源 対 策　課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）を
右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　8年　4月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 障害福祉業務総合支援ソフト（オクトパス5）賃貸借 ㈱ニック \792,000 第１号適用

4月1日 障害者相談支援事業法律支援事業 大阪弁護士会 単価契約 第１号適用

　

（2019.4.1版）

健康福祉部　市民福祉課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　8年　4月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 阪南市生活困窮者自立支援弁護士業務委託 大阪弁護士会 \660,000 第１号適用

（2019.4.1版）

健康福祉部　生活支援課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年４月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 介護保険者事務共同処理業務手数料 大阪府国民健康保険団体連合会 ¥523,000 第１号適用

4月10日 傷害総合保険契約 株式会社シス ¥192,400 第１号適用

　

（2019.4.1版）

　健康福祉　部　　介護保険　課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本票の記
入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）を右欄
に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　8　年　4　月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日
柔道整復師の施術に係る国民健康保険療養費の審査及び支払業務
委託 大阪府国民健康保険団体連合会

単価契約（見込額
\376,754） 第１号適用

4月1日
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る国民健康
保険療養費の診査及び支払業務委託 大阪府国民健康保険団体連合会

単価契約（見込額
\101,400） 第１号適用

4月1日
国民健康保険事業実績報告書作成システム保守業務委
託

都築電気株式会社　大阪支店 \279,000 第１号適用

4月1日
オンライン資格確認等ｼｽﾃﾑ及び医療保険者等向け中間ｻｰﾊﾞｰ等に
おける電子資格確認等事務に関する委託 大阪府国民健康保険団体連合会 \514,329 第１号適用

4月1日 第三者行為による損害賠償請求権の行使に関する事務委託 大阪府国民健康保険団体連合会 \600,000 第１号適用

　

（2019.4.1版）

　健康福祉　部　　保険年金　課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年４月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日
健康管理システム電子計算処理委託 （高齢者インフルエンザ予防接
種穿孔・高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種穿孔・高齢者帯
状疱疹予防接種穿孔）

株式会社南大阪電子計算センター \583,000 第１号適用

4月1日 個別予防接種事業業務委託（高齢者肺炎球菌感染症予防接種） 一般社団法人　泉佐野泉南医師会 \517,010 第１号適用

4月1日 エレベーター等保守管理業務委託（保健センター） 日本オーチス・エレベータ株式会社西日本支社 \237,600 第１号適用

4月1日 保健センター合併処理浄化槽清掃業務委託 有限会社南工業所 \572,880 第１号適用

4月1日 保険者事務共同電算処理等業務に係る特別処理委託契約書 大阪府国民健康保険団体連合会 \522,720 第１号適用

4月1日 健康増進法に基づく保健事業業務委託（個別大腸がん検診） 一般社団法人　泉佐野泉南医師会 \675,000 第１号適用

4月1日 健康増進法に基づく保健事業業務委託（個別子宮がん検診） 市立貝塚病院 \436,700 第１号適用

4月1日 健康増進法に基づく保健事業業務委託（歯周疾患検診） 一般社団法人泉佐野泉南歯科医師会 \200,000 第１号適用

4月1日 特定健診システム受診券発送業務委託 株式会社南大阪電子計算センター \836,544 第１号適用

4月1日 阪南市国民健康保険・健康診査業務委託 一般社団法人　泉佐野泉南医師会 \280,962 第１号適用

4月1日 特定健康診査・特定保健指導等費用支払業務委託 大阪府国民健康保険団体連合会 \625,881 第１号適用

4月1日 保健予防システム電子計算処理委託（子宮がん穿孔料） 株式会社南大阪電子計算センター \122,320 第１号適用

4月15日 阪南市立保健センター自動扉改修工事 ナブコドア株式会社 \1,958,000 第１号適用

（2019.4.1版）

　　　　　　　　　健康福祉部　健康増進課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、
本票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年４月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 単独処理浄化槽清掃汲取業務委託 有限会社　大洲 \275,000 第１号適用

4月1日 下荘保育所単独処理浄化槽清掃汲取業務委託 有限会社　南工業所 \111,100 第１号適用

こども未来部　こども政策課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、
本票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　８　年　４　月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし書
の適用号数（第○号適用）

4月1日 妊婦健康診査、産婦健康診査、新生児聴覚検査及び乳児一般健康診査業務委託契約 地方独立行政法人労働者健康安全機構和歌山労災病院 \142,420 第１号適用

4月1日 妊婦健康診査、産婦健康診査、新生児聴覚検査及び乳児一般健康診査業務委託契約 日本赤十字和歌山医療センター \142,420 第１号適用

4月1日 妊婦健康診査、産婦健康診査、新生児聴覚検査及び乳児一般健康診査業務委託契約 公立大学法人和歌山県立医科大学 \142,420 第１号適用

4月1日 妊婦歯科健康診査事業業務委託 一般社団法人泉佐野泉南歯科医師会 \320,000 第１号適用

4月1日 妊婦健康診査及び産婦健康診査業務委託 一般社団法人大阪府助産師会 \130,000 第１号適用

4月1日 妊婦健康診査及び産婦健康診査業務委託 医療法人オリーブ会　はまだ産婦人科 \712,100 第１号適用

4月1日 妊婦健康診査及び産婦健康診査業務委託 医療法人稲祥会　稲田クリニック \712,100 第１号適用

4月1日 妊産婦健康診査、新生児聴覚検査、乳児一般健康診査及び乳児後期健康診査の審査事務委託 一般社団法人大阪府医師会 \374,220 第１号適用

4月1日 保健予防システム電子計算処理委託（妊婦健康診査結果・妊婦健康診査検査結果穿孔料） 株式会社南大阪電子計算センター \255,090 第１号適用

4月1日 阪南市子育て支援アプリ運用・保守業務委託 株式会社ミラボ \330,000 第１号適用

4月1日 産後ケア事業業務委託契約 医療法人あかね・レディースクリニック \223,610 第１号適用

4月1日 阪南市先天性風しん症候群対策における任意予防接種業務委託 一般社団法人 泉佐野泉南医師会 \699,820 第１号適用

4月1日 個別予防接種事業業務委託（A類疾病） 日本赤十字和歌山医療センター \100,000 第１号適用

4月1日 保健予防システム電子計算処理委託（乳幼児・三種混合（任意）予防接種穿孔料） 株式会社南大阪電子計算センター \331,298 第１号適用

（2019.4.1版）

こども未来部　こども支援課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本票の
記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めた
とき。）を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　８　年　４　月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし書
の適用号数（第○号適用）

4月1日 子育て総合支援センター清掃管理業務委託
公益社団法人　阪南市シルバー人材セ
ンター

\426,526 第３号適用

4月1日 下荘保育所内「にこにこルーム」利用者用駐車場賃貸借契約 武輪　スミ子 \300,000 第１号適用

4月1日 家庭児童相談システム保守業務委託
シャープマーケティングジャパン株式会
社

\933,240 第１号適用

4月1日 妊婦健康診査、産婦健康診査及び新生児聴覚検査業務委託 花山ママクリニック \945,000 第１号適用

（2019.4.1版）

こども未来部　こども支援課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本票の
記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めた
とき。）を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年４月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 山中渓駅公衆トイレ浄化槽清掃業務委託 有限会社道慶清掃 \104,170 第１号適用

4月1日 山中渓駅公衆トイレ等清掃業務委託 山中渓自治会 \156,000 第１号適用

　

（2019.4.1版）

都市整備部　　都市整備課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）を
右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年４月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 鳥取中市有地維持管理業務４月分 (公社)阪南市シルバー人材センター \258,066 第３号適用

4月30日 令和8年度農業用水路浚渫作業業務委託 ㈱水原土木　阪南支店 \808,280 ○

（2019.4.1版）

　　都市整備部　　河川農水課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年４月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項た
だし書の適用号数（第○号適
用）

4月1日 西鳥取６号線緊急路面補修工事 (株)庄司建設 \151,580 第２号適用

4月7日 いずみが丘地区法面倒木緊急撤去工事 ㈲マエダ \144,100 第２号適用

4月16日 桃の木台中央公園及び緑地等害虫駆除消毒業務委託 ヤマサ造園土木(株) \162,800 ○

4月16日 公園及び緑地等害虫駆除消毒業務委託 大樹園芸 \181,500 ○

4月16日 阪南市内公園９箇所消毒作業業務委託 （公社）阪南市シルバー人材センター \104,516 第３号適用

4月20日 桃の木台６２号線車止緊急改修工事 (株)谷工務店 \211,270 第２号適用

4月24日 下荘137号線側溝緊急清掃業務委託 ユニティー \178,200 第２号適用

　都市整備部　　道路公園課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している
物品については、本票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。
３号・・・市長が認めたとき。）を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年４月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 下水道電算処理業務委託 株式会社南大阪電子計算センター \748,220 第１号適用

4月1日 下水道企業会計システム保守業務委託 株式会社南大阪電子計算センター \554,400 第１号適用

4月1日 令和8年度阪南市鳥取中雨水幹線水路スクリーン管理委託 沢田原水利組合 \150,000 第１号適用

4月1日 令和8年度阪南市鳥取中雨水幹線水路スクリーン管理委託 下出・宮池水利組合 \150,000 第１号適用

4月1日 下水道情報管理システム保守業務委託 (株)日本インシーク \154,000 第１号適用

4月13日 公共汚水桝設置工事（自然田729-3） (株)サワノ \1,500,000 第１号適用

都市整備部　　下水道課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約し
ている物品については、本票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３
号・・・市長が認めたとき。）を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　8年　4月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

該当無し

（2019.4.1版）

　　会計課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年４月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 会議録検索システム稼働業務（ASPサービス） 株式会社　会議録研究所 \498,960 第１号適用

4月1日 声の広報「はんなん市議会だより」製作業務委託 一般社団法人大阪府視覚障害者福祉協会 \139,480 第１号適用

4月1日 阪南市ファイル共有会議システム業務委託 東京インタープレイ株式会社 \990,000 ○ 

　

（2019.4.1版）

　議会事務局　庶務課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　8年　4月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

該当無し

（2019.4.1版）

行政委員会事務局

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年４月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 農地台帳システム保守業務委託 （株）南大阪電子計算センター \264,000 第１号適用

（2019.4.1版）

　　      　　農業委員会事務局

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　　8年　4月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 鳥取中学校中継ピット清掃業務委託 有限会社　道慶清掃 \220,000 第１号適用

4月1日 上荘小学校中継ピット清掃業務委託 有限会社　道慶清掃 \220,000 第１号適用

4月30日 鳥取東中学校アコーディオンカーテン設置工事 南府建設株式会社 \415,800 ○ 

（2019.4.1版）

　　生涯学習部　　　　教育総務課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和8年4月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 合併処理浄化槽清掃抜取業務委託契約 有限会社　南工業所 \301,750 第１号適用

　

（2019.4.1版）

生涯学習部　学校給食センター

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　8　年　4　月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 採点支援システム提供業務委託 株式会社シンプルエデュケーション ¥583,000 ○

4月1日 阪南市総合相談事業（進路選択支援）業務委託 阪南市人権協会 ¥215,200 第３号適用

　

（2019.4.1版）

 生涯学習部　  　学校教育課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　8　年　4　月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 野外活動広場（桜の園）管理運営事業業務委託 桜の園の会 \207,000 第１号適用

4月1日 放課後の子どもの居場所事業委託 子どもＮＰＯはらっぱ \476,000 第１号適用

4月1日 各種大会運営委託　 阪南市スポーツ協会 \900,000 第１号適用

4月1日 阪南市文化財デジタルアーカイブ保守業務委託 ＴＲＣ－ＡＤＥＡＣ株式会社 \528,000 第１号適用

　

（2019.4.1版）

　生涯学習　部　生涯学習推進　室

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和8年　4月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 西鳥取公民館エレベーター保守点検業務委託 ㈱エイビック \297,000 ○

4月1日 西鳥取公民館電気工作物保守点検業務委託 ㈱エイビック \263,000 第２号適用

4月1日 西鳥取公民館機械警備業務委託 新日本機動警備（株） \238,000 第１号適用

　

（2019.4.1版）

随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

　生涯学習部　中央公民館

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



令和８年　４月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

4月1日 東鳥取公民館機械警備業務委託 新日本機動警備株式会社 \303,600 　　　 第１号適用

4月1日 東鳥取公民館電気工作物保守点検業務委託 ㈱エイビック \191,400 第２号適用

　

（2019.4.1版）

生涯学習部　中央公民館

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。


